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第 1回「みんなで学ぼう！波多津塾」を開催しました 

 令和 3 年度より、町民が町民に教え合う新たなスタイルの「みんなで学ぼ

う！波多津塾」を開催しており、9 月 11 日（土）に記念すべき第 1 回目「基

礎から学ぶ絵画教室」を開催しました。講師の田中雄太さんから普段あまり聞

くことのできないデッサンの基礎知識を学び、アドバイスを受けながら自分な

りの作品を完成させました。 

 田中様素晴らしい講座を企画してくださりありがとうございました！ 
 

参加者の感想 

 

絵を書くのは学生以来でしたが、楽しく学べました。絵を書くことは難しか

ったが、考えながら色を使えてよかったです。ぜひまた受けたいです。 

 

 手が思うように動かず下手な絵になりましたが、知り合いが増え、お話も 

出来、参加して良かったです。 

 

 

 

 

 

 

 
 

引き続き「みんなで学ぼう！波多津塾」へのご希望や教えられる方の情報を募

集しています。「こんな事を教えてもらいたい！」「あの人は○○を教えてくれ

る」などお気軽にコミュニティセンターへご相談ください。 

軽トラ市出品者募集！ 

今年も 11 月 3 日（水・祝）カキ焼き小屋がオープンし、それに合わせて 

軽トラ市がスタートします！ 

 実施時期 月 2 回開催 10 時～12 時 

      ※町民出展者には出品補助あり 

 詳しくは波多津コミュニティセンター（２５－０００１）へ 
 

 令和４年伊万里市成人式を開催します
本市の成人式については、コロナ禍においても万全の対策 

を施し、開催されます。ただし、今後の感染状況によっては、 

内容を変更する場合があります。 

◆日 時 令和４年１月９日（日）午後２時開式 

◆会 場 青嶺中学校 体育館（予定）※波多津町・黒川町の方 

※通知は住民基本台帳の住所へ 12 月上旬に発送する予定です。 

※転居などで、ご自身が通われた小中学校地区以外の会場を通知された方 

 については、会場の変更ができますので、下記問合先にご連絡ください。 

※市外へ転出している方も参加できますので、下記問合先にご連絡ください。 

※詳細については、広報伊万里 10 月号または市ホームページをご覧ください。 

◆問合先 生涯学習課生涯学習係（電話：２２－１２６２） 

１０月の行事 

日付 曜 内容 時間 場所 

1 日 金 
A コープとの買い物支援に係
るサービス開始式 １０：３０～ A コープ波多津店 

4 日 月 スポーツ部長会 １９：００～ 波多津コミュニティセンター 

７日 木 町区長会・生産組合長会 １４：００～ 波多津コミュニティセンター 

１０日 日 民生・児童委員協議会定例会 １３：００～ 波多津コミュニティセンター 

１１日 月 北振協要望活動 １６：００～ 佐賀県庁 

２１日 木 ぶっくん巡回日 １１：００～ 波多津コミュニティセンター 

２２日 金 軽トラ市出店者説明会 １９：００～ 波多津コミュニティセンター 

２９日 金 防犯パトロール １４：００～ 町内 

町の人口 

男性 990(-1) 

女性 1,035(-2) 

計 2,025(-3) 

 

 



佐賀県（地域別）最低賃金が改定されます 

令和３年 10 月６日から  

 時間額 円（２９円アップ） となります。 

佐賀県特定（産業別）最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製

造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、 

陶磁器・同関連製品製造業（現行の時間額 7９３円）については、令和３年 

10 月６日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、 

発効するまでは、８２１円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意下さ

い。 

問合せ先 佐賀労働局 労働基準部 賃金室        

 電話（0952）-32-7179 

 

 無料特設人権相談のお知らせ

いじめ、暴行、差別、プライバシー侵害、セクシュアルハラスメント、 

インターネット上での誹謗中傷等の人権に関する問題について無料で相 

談に応じます。 

●日 時  １１月１０日（水）午前１０時～午後３時 

●会 場  波多津コミュニティセンター 

●担 当  人権擁護委員 福地佳野さん、梶原敏雄さん 

●問合先  佐賀地方法務局 伊万里支局（Tel：２３－２４９２） 

 明るいまちづくり基金へご寄附ありがとうございました

田中 勝麿 様（煤屋区） 亡母 田中 ミキエ 様の香典返しとして 

古川 元志 様（井野尾区）亡母 古川 ツル 様の香典返しとして 

市丸 悦子 様（津留主屋区）亡夫 市丸 重博 様の香典返しとして 

市丸 幸男 様（筒井区）亡子の妻 市丸美津子様の香典返しとして 

井本 弘実 様（木場区） 亡父 井本 國弘 様の香典返しとして 

消防北分署からのお知らせ 

あなたの大切な者（物）を守る 
 住宅用火災警報器は消防法により個人の住宅に設置が義務付けられてい 

ます。住宅用火災警報器の目的は火災からあなたの命や大切な家族、さら 

には大切な思い出等を守ることになります。 

 

 

 

 

 

 

  住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れ（メーカーに 

 より異なりますが 10 年が目途になっています）などで火災を感知しなくな 

ることがありますので、点検をお願いします。 

 

※高齢者などを狙った不適切な販売や点検行為の発生が報告されています。 

  相手の身分を確認し、連絡先を必ず控えておきましょう。 

伊万里消防署 北分署 ☎２７－２１１９ 

 

『あっぱれ！どぐうちゃん』 

堀切リエ／ぶん 長谷川知子/え     ポプラ社    えほん 

『れんこちゃんのさがしもの』 

戸森しるこ／作 スケラッコ／絵   福音館書店  小１，２年 

『トムと 3 時の小人』 

たかどのほうこ／作 平澤朋子/絵    ポプラ社   小３，４年 

『けんか餅』 

桐生環／作 野間与太郎／絵    フレーベル館   小５，６年 

『イーブン』 

村上しいこ/著              小学館    中学生 


